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事 業 名 称 
空き家総合相談窓口の広域的な開設に向けた相談受付体制の整備拡

充事業 

事業主体 名 ひょうご空き家対策フォーラム 

連 携 先 
兵庫県、神戸市、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター、一般財団法人神戸

すまいまちづくり公社 

対 象 地 域 兵庫県 

事 業 の特 徴 

１ 兵庫県をはじめ県下市町との密な連携の下、県下の不動産実務家団体７つの

協働により、空き家問題に関する総合的な相談受付体制の整備を図る。 

２ 前項の実務家団体に所属する不動産関連６資格者（宅地建物取引士、建築士、

司法書士、土地家屋調査士、弁護士、不動産鑑定士）について、県下全域を対

象として受講者を募り、空き家問題に関する専門研修会を開催して、地域の空き

家問題に精通した専門家を養成する。 

３ 前項の研修会を受講した専門家を県下全域に配置し、地域の特色に応じた空き

家問題について、その予防や解決に向けた相談会を実施する。 

４ 今後の活動（空き家問題の予防や解決に向けた講演会や啓蒙活動、相談会な

ど）の参考とするため、本事業を通じて得た情報や実績を、兵庫県はじめ県下市

町と共有する。 

成 果 

１ 空き家相談マニュアルの改訂。 

２ 空き家相談マニュアル研修会の実施。 

３ ひょうご空き家拡大無料相談会の開催。 

成果の公表先 

ひょうご空き家対策フォーラムのホームページ（https://akiya-hyogo.com/）にて、

空き家相談マニュアル（簡略版）、空き家相談マニュアル研修会受講者名簿をＰＤＦ

形式で公開する。 

 

１．事業の背景と目的 

ひょうご空き家対策フォーラムは、兵庫県内の空き家問題の解決の一助となることを目的として、兵庫県

下の不動産専門家７団体（一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会

兵庫県本部、一般社団法人兵庫県建築士事務所協会、公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会、兵庫

県司法書士会、兵庫県土地家屋調査士会、兵庫県弁護士会）が結集し、兵庫県、神戸市及びその関係団

体の後援を得て組織された団体である。 

当フォーラムは、平成２８年４月より、月２回、神戸市中央区に所在する公益社団法人兵庫県不動産鑑

定士協会の事務局にて、空き家に関する無料の総合相談窓口を開設し、運営を行ってきたが、平成２９年

１２月、県下全市町を対象として実施した空き家に関するアンケート調査（対象４１市町中３６市町回答）の

結果、県下各市町から寄せられた要望によると、相談窓口の地域的偏りや開催頻度について不満の声が

多く聞かれ、相談窓口の地方への分散化と開催日の拡充が、当フォーラムの今後の活動における喫緊の

課題となっていた。 

本事業においては、これらの課題の解決に向けて、地域密着型の空き家総合相談窓口の定期開設を

企画、試行するとともに、人材不足が懸念されている地方部における空き家専門の相談員についても、空

き家相談マニュアルの活用による研修会等を通じて、将来的、継続的に養成することにより、これらの問題

の対策を図ることを目的とする。 
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２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

 平成３０年８月６日付の交付決定以後、事業終了までの取組フロー及び当フォーラムの構成団体間の役

割分担、並びに、事業の実施スケジュールについては以下の通りである。 

 

【取組フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役割分担表】 

取組内容 具体的な内容（小項目） 担当者（組織名） 業務内容 

相談員養成① 会場手配及び打合せ 公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

研修会用の会場の手配及び設

営に関する打合せを行う。 

研修プログラムの作成 公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

相談員養成のための研修プログ

ラムの検討及びレジュメ等の資

料を作成する。 

受講者の募集 一社）兵庫県宅地

建物取引業協会 

公社）全日本不動

産協会兵庫県本部

一社）兵庫県建築

士事務所協会 

公社）兵庫県不動

兵庫県下における相談受付体制

の拡充、並びに、地域密着型の

多業種連携体制の整備を図るた

め、構成団体所属の全会員に向

けて、研修会の開催案内を行う。 

通常期 予備期 空き家 

提案 

実施 

対応 

相談 

地域性や特殊性を踏ま

えた解決方法の提案 

③相談会開催 

①相談員養成・ 

専門資格者間の連携体制構築 

空き家ステージ 

取組ステップ 

電話や FAXなどによる

相談受付 

提案内容に応じた専門

事業者の紹介 

②相談会広報

活動 

空き家問題の

啓発活動 
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産鑑定士協会 

兵庫県司法書士会 

兵庫県土地家屋調

査士会 

兵庫県弁護士会 

空き家相談マニュアル研

修会の開催 

一社）兵庫県宅地

建物取引業協会 

公社）全日本不動

産協会兵庫県本部 

公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

兵庫県下の空き家問題の現状に

ついて周知するとともに、空き家

に関する幅広い知識を習得する

ための研修会を開催する。 

相談会 

広報活動② 

 

ホームページの作成及び 

更新 

公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

梶川不動産管理合同会社への

委託により、拡大相談会に関す

るホームページ上での広報活動

及び申込みの受付を行う。あわ

せてｆａｃｅｂｏｏｋページも作成し、

タイムリーな情報の発信を行う。 

パンフレット・ポスターの作

成・配布 

公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

担当者にて内容を確定後、交友

印刷株式会社へ発注を行う。納

品後、直ちに協力市町及び関係

団体へ配布し、相談会の周知及

び申込みの受付を行う。 

県下ＪＡへの協力要請 公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

ＪＡ兵庫中央会の協力を得て、県

内ＪＡの窓口にて、パンフレットの

配布、ポスターの掲示を行うこと

により、相談会の周知を図る。 

市町への協力要請 公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

兵庫県住宅政策課を通じて、県

下市町に協力の要請を行い、相

談会場所在市町を中心に、ケー

ブルテレビ、防災無線、自治会回

覧板等の媒体を通じて、相談会

の周知を図る。 

相談会場の周辺市町にも広報誌

やホームページへの開催情報の

掲載を要請する。 

相談会開催③ マニュアル改訂 公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

既存の空き家相談マニュアルに

ついて、最近の相談実績に基づ

くＱ＆Ａの追加や支援事業者の

加除など、改定を行う。 

会場手配・打合せ 公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

兵庫県住宅政策課との協議の

下、県内４箇所にて会場を手配

し、設営に関する打合せを行う。 
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【事業実施スケジュール表】 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

会場手配・打合せ

研修プログラムの作成

受講者の募集

研修会の開催

ホームページ作成・更新

広報物.の作成・配布

市町広報誌等による周知

ＣＡＴＶ、回覧板による周知

空き家相談マニュアル改訂

会場手配・打合せ

相談員手配

相談会の開催

相談会
開催③

相談会
広報活動②

項目 具体的な内容

相談員
養成①

 

 

相談員手配 一社）兵庫県宅地

建物取引業協会 

公社）全日本不動

産協会兵庫県本部

一社）兵庫県建築

士事務所協会 

公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

兵庫県司法書士会 

兵庫県土地家屋調

査士会 

兵庫県弁護士会 

構成団体の各事務局にて、前記

研修会受講者の中から、相談会

場の地域性に配慮して、相談員

の選定及び手配を行う。 

相談会開催 一社）兵庫県宅地

建物取引業協会 

公社）全日本不動

産協会兵庫県本部

一社）兵庫県建築

士事務所協会 

公社）兵庫県不動

産鑑定士協会 

兵庫県司法書士会 

兵庫県土地家屋調

査士会 

兵庫県弁護士会 

兵庫県下４会場（1/19 加東市、

1/20 相生市、1/25 洲本市、

1/26 豊岡市）にて、空き家に関

する無料相談会を開催する。 
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（２）事業の取組詳細 

①相談員養成 

 構成団体所属の資格者（宅地建物取引士、建築士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、不動産鑑

定士）を対象として、神戸２会場（兵庫県不動産会館、全日兵庫会館）、姫路１会場（じばさんびる）にお

いて、県下の空き家問題の実態に関する情報提供を行い、かつ、空き家相談員としての専門知識や心

構えを習得するための「空き家相談マニュアル研修会」を開催した。 

当研修会の受講者については、受講者名簿を整備し、当フォーラムのホームページ上にて公開する

とともに、当該名簿記載者のうちから、構成団体事務局の推薦により、「ひょうご空き家拡大無料相談

会」の相談員の選定を行った。 

 

＜空き家相談マニュアル研修会実施概要＞ 

【研修会次第】 

１．会場案内 

①１１／ ９ 兵庫県不動産会館７階研修ホール  兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目５−２６ 

②１１／１３ じばさんびる４０１会議室  兵庫県姫路市南駅前町１２３ 

③１１／１９ 全日兵庫会館４階大会議室  兵庫県神戸市中央区中山手通４丁目２２−４ 

 

２．タイムテーブル 

１５：００ 第１部 兵庫県における空き家の現状と当フォーラムの概要 

１５：３０ 休憩 

１５：４０ 第２部 空き家相談の実務 

１６：３０ 質疑応答 

１７：００ 終了 

 

【受講に際しての留意事項】 

①本研修の受講者は、ひょうご空き家対策フォーラム備付の受講者名簿に所属や氏名、免許・資

格等が記載されます。 

②前項の受講者名簿は、当フォーラムホームページにて一般に公開されます。 

③当フォーラム主催の空き家相談会や市町等と共催する空き家相談会の相談員の選定、当フォー

ラムから市町等への専門家の推薦等に際しては、専門性や地域性を考慮の上、受講者名簿に

記載された者の中から優先的に選考いたします。なお、神戸市につきましては、すまいるネット

が空き家相談に対応しておりますので、当フォーラムから相談員を派遣する予定はございませ

ん。 

④事業所所在地による地域性等を考慮の上、本研修の受講者の中から１月下旬に県下４箇所（豊

岡市、相生市、加東市、洲本市）にて開催予定の空き家拡大相談会（仮称）の相談員を選任い

たします。当該相談会の詳細につきましては、研修会にてお伝えする予定です。 
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図１ 研修会参加申込書                     図２ 研修テキスト例（兵庫県住宅政策課提供）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②相談会広報活動 

 公社）兵庫県不動産鑑定士協会が中心となって、「ひょうご空き家拡大無料相談会」の実施について

広く県民に周知するため、以下の広報活動を行った。 

 

・県下市町空き家担当窓口への申込書付紹介パンフレットの配布及びポスターの掲示の依頼。 

・県下市町広報課への広報誌及びホームページへの相談会開催情報の掲載依頼。 

・ＪＡ兵庫中央会を通じての、県内ＪＡ窓口への申込書付紹介パンフレットの配布及びポスターの掲示の

依頼。 

・相談会開催会場所在市町を中心に、自治会へのパンフレット回覧、防災無線やケーブルテレビ等の媒

体を通じての周知の依頼。 

・ホームページ（ｆａｃｅｂｏｏｋページ含む）上での特設ページの開設及び更新。 

・兵庫県広報課を通じてのマスコミ関係者への周知の依頼。 

 

図３ 加東市ケーブルテレビ文字放送原稿          図４ 南あわじ市広報誌（Ｈ31.1）より抜粋 
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図５ 兵庫県ホームページ上での告知 

 

 

図６ 紹介パンフレット（表面）                図７ 紹介パンフレット（裏面） 
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図８ ホームページ内特設ページ 
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図９ ｆａｃｅｂｏｏｋページ 

 

③相談会開催 

 兵庫県との協議及び市町からの要望を取りまとめた結果、本事業における「ひょうご空き家拡大無料

相談会」の開催会場として、当フォーラムが定期的に行っている無料相談会での対応が困難であると思

われる地域であり、なおかつ、県内全域をおおむね網羅できる配置を考慮して地域を選考することとし、

最終的に以下の４会場を選定した。 

 

【ひょうご空き家拡大無料相談会開催概要】 

１月１９日 加東市社福祉センター  

１月２０日 相生市文化会館「扶桑電通なぎさホール」 

１月２５日 兵庫県淡路県民局洲本総合庁舎 

１月２６日 豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」 

開催時間：いずれの会場も１０：００～１６：００ 

申込方法：電話、専用申込書のファックス、ホームページ専用申込フォームからのウェブ受付 

対応相談員※：宅地建物取引士、建築士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、不動産鑑定士 

※いずれの相談員も、当フォーラム構成団体の会員で、かつ、空き家相談マニュアル研修会の受講者

である資格者 

 

（３）成果 

①空き家相談マニュアル改訂版の作成 

 従来のマニュアルは、主として、定期無料相談会の相談員を担っている不動産鑑定士を対象として編

纂されていたことから、これを他士業者を含む一般実務家向けに改訂するとともに、これまでの相談実

績を反映したＱ＆Ａの加除や、士業者間の連携体制の円滑化に資する記述の追加など、空き家相談実

務に即した内容に充実化を図った。 
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写真１ マニュアル外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜具体的な改訂内容＞ 

   ・従来のマニュアルは、定例相談会で相談員を担当する不動産鑑定士を主たる対象として編纂され

ていたことから、これを他士業者を含む一般実務家向けの内容に改訂した。 

    ・これまでの相談実績を踏まえ、相談実務に役立つと思われるＱ＆Ａを追記した。 

    ・士業者間の連携体制の強化を図るため、空き家総合相談窓口の運営ルールの記載の充実化を

図った。 

    ・構成団体から募っている支援事業者一覧の更新を行った。 

 

＜空き家相談マニュアル概要＞ 

平成２８年１０月作成、平成２９年１０月一部改訂、平成３０年１１月一部改訂 

 

【目 次】 

Ⅰ はじめに -----------------------------------------------  1 

Ⅱ 「ひょうご空き家対策フォーラム」の概要 -----------------  2 

Ⅲ 空き家相談事業の概要 -----------------------------------  4 

Ⅳ 相談員の心構え -----------------------------------------  5 

Ⅴ 空き家総合相談窓口の運営ルール ------------------------  6 

Ⅵ 空き家相談対応の流れ -----------------------------------  7 

Ⅶ 提供可能な情報 ----------------------------------------- 21 

Ⅷ 空き家相談の事例（Ｑ＆Ａ）------------------------------ 32 

■全般的なことについて ----------------------------------- 32 

■空き家を現状のまま維持したい人、解体したい人 ----------- 34 

■空き家を貸したい人、売りたい人 ------------------------- 36 

■空き家を借りたい人、買いたい人 ------------------------- 39 

■空き家のことで迷惑を被っている人など ------------------- 41 
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■相続上の争いや所有者不明の空き家で困っている人など ----- 43 

■相続が登記情報に未反映などで困っている人など ----------- 46 

■隣地との境界が不明等で困っている人など ----------------- 47 

 

【資 料】連絡先一覧 

１．市町における空き家施策一覧 

２．空き家管理代行事業者リスト 

３．空き家解体事業者リスト 

４．登録住宅改修事業社一覧 

５．空き家対策支援事業者名簿「（一社）兵庫県宅地建物取引業協会」 

 

②空き家相談マニュアル研修会の開催 

空き家に関する基礎知識を習得するとともに、当フォーラムの空き家相談員としての心構え

についての認識を共有するため、研修会を開催した。なお、本研修会の受講者については、受

講者名簿を整備し、当フォーラムのホームページで公開するとともに、今後、当フォーラムが

相談会等を主催もしくは市町等と共催し、または市町等の要請により、当フォーラムから相談

員やセミナー講師等を派遣する際には、この受講者名簿の中から、各構成団体が推薦する者を

選定するものとした。 

 

＜開催概要＞ 

  １１月 ９日 兵庫県不動産会館（７４名） 

  １１月１３日 姫路じばさんびる（４４名） 

  １１月１９日 全日兵庫会館（２８名） 

  ※（ ）内受講者数 

 

＜研修内容＞ 

  ・兵庫県における空き家の現状について 

  ・空き家に関する基礎知識 

  ・相談会の運営ルールについて 

  ・専門家間の連携について 

 

写真２ 神戸会場研修風景                    写真３ 姫路会場研修風景 
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表１ 資格別研修受講者名簿「建築士」 

 

 

 表２ 資格別研修受講者名簿「司法書士」 
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 表３ 資格別研修受講者名簿「宅地建物取引士」 

 

 

 表４ 資格別研修受講者名簿「土地家屋調査士」 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

 表５ 資格別研修受講者名簿「不動産鑑定士」 

 
 

 表６ 資格別研修受講者名簿「弁護士」 
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③ひょうご空き家拡大無料相談会の開催 

 兵庫県下４会場にて実施した空き家に関する無料相談会の結果は以下の通りである。 

 

＜ひょうご空き家拡大無料相談会開催結果＞ 

１月１９日 加東市社福祉センター 

  相談件数：６件（予約申込３件、当日受付３件） 

  相談概要：相続登記の方法について１件（司法書士）、空き家の敷地の縄伸びについて１件

（土地家屋調査士）、空き家の改修方法について１件（建築士）、空き家の売却に

ついて２件（宅地建物取引士）、空き家の賃貸について１件（宅地建物取引士） 

       ※件数は延べ件数、また、（ ）内は対応相談員資格（以下同様） 

 

写真４ 加東会場入口風景                写真５ 加東会場相談風景 

 

１月２０日 相生市文化会館「扶桑電通なぎさホール」 

 相談件数：６件（予約申込２件、当日受付４件） 

相談概要：相続登記の必要書類について１件（司法書士）、借地上の空き家の所有者不明問題

について１件（弁護士）、空き家の遺産分割上の争いについて１件（弁護士）、長

屋空き家の取り壊しについて１件（建築士）、空き家の売却について５件（宅地建

物取引士）、空き家の賃貸について１件（宅地建物取引士） 

 

写真６ 相生会場入口案内板                写真７ 相生会場相談風景 
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１月２５日 兵庫県淡路県民局洲本総合庁舎 

相談件数：８件（予約申込７件、当日受付１件） 

  相談概要：相続登記の方法について１件（司法書士）、相続人の確定方法について（司法書

士）、空き家の有効利用について１件（宅地建物取引士）、空き家の解体について

１件（不動産鑑定士）、空き家の遺産分割問題について１件（弁護士）、空き家の

売却について６件（宅地建物取引士）、空き家の賃貸について２件（宅地建物取引

士） 

 

写真８ 洲本会場案内板             写真９ 洲本会場相談風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

１月２６日 豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」 

相談件数：９件（予約申込５件、当日受付４件） 

  相談概要：耕作放棄地の相続について１件（司法書士）、隣接空き家の管理に関する争いにつ

いて（弁護士）、空き家の有効利用について２件（不動産鑑定士）、共同相続人が

非協力的な場合の相続登記について１件（司法書士）、空き家の現状と登記の不一

致について１件（土地家屋調査士）、空き家の売却について５件（宅地建物取引

士）、空き家の賃貸について１件（宅地建物取引士） 

 

写真１０ 豊岡会場案内板                写真１１ 豊岡会場相談風景 

 

 

 

 

３．評価と課題 

①相談員養成 

   当フォーラムの強みである構成団体の多様性、地域の網羅性を生かし、地域に精通した多様な専門

家を対象として、なおかつ、兵庫県下のおおむね全域にわたって相談員を養成することができ、今後

の相談受付体制の充実化、万全化が図られた。 

   ただし、淡路島などの島嶼部をはじめ、専門資格者の絶対数が少ない地方部においては、地域精通

者である相談員の配置が手薄となり、相談会においても的確な助言が困難となるため、そうした地域

での地域精通者である専門家の確保が今後の課題である（勉強会の開催や実態調査など）。 

 

②相談会広報活動 

兵庫県住宅政策課を通じて県内市町の協力を得ることにより、多彩なツールでの広報活動が実現し

た。 

ただし、受付方法については、電話、ファックス及びウェブの３方法を用意したものの、一般家庭での

ファックスの低普及、高齢者のウェブ環境への不慣れさ等により十分に活用することができず、相談

申込者から不便さの指摘を受けることがあったため、市町担当窓口の協力を得てその場で受け付け

るなど、今後、工夫や改善が必要と思われる。 
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③相談会開催 

兵庫県住宅政策課との協議や市町の要望を勘案して、県下全域をおおむねカバーできる地域を選定

し、相談会を開催した。 

当フォーラム構成団体の協力により、おおむね開催会場周辺の地域事情に精通した相談員を手配す

ることができ、また、関係市町の協力により、相談会場の設営、相談者の受付から相談員への誘導、

相談後の相談結果の取りまとめなど、運営面においても滞りなく事業を実施することができた。 

なお、時間的な制約により、相談会以後の追跡調査について、本事業では対応ができなかったが、よ

り有益で効果的な相談会とするため、相談者や業務の受託業者への定期的なヒアリング調査やアン

ケート調査を行い、相談後の顛末を把握する必要があるものと思われる。 

 

４．今後の展開 

   当フォーラム事務局においては、年２回程度、県下全市町の空き家担当窓口を訪問し、当フォーラム

の紹介パンフレットの配布や市町における空き家対策の実態ヒアリング調査等を行っており、今後は

そうした機会を活用して、市町との密な連絡体制の維持に努めるとともに、出張相談会の定期開催や

空き家相談員・講師等の派遣など、市町の要望に沿って事業を展開していく予定である。 
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